
各課からのお知らせ

総務課からのお知らせ

住宅・土地統計調査のお知らせ
　 総 務 省 統 計 局（ 埼 玉 県・ 東 秩 父 村 ） で は、 １ ０ 月 １ 日 現 在 で「 令 和 ５ 年 住 宅・ 土 地 統 計 調 査 」
を実施します。
　 こ の 調 査 は、 住 生 活 に 関 す る 最 も 基 本 的 で 重 要 な 調 査 で、 全 国 約 ３ ４ ０ 万 世 帯 の 方 々 を 対 象 と
した大規模な調査です。
　 調 査 は 昭 和 ２ ３ 年 以 来 ５ 年 ご と に 行 わ れ て お り、 第 １ ６ 回 目 を 迎 え る 今 回 の 調 査 で は、 超 高 齢
社 会 を 迎 え て い る 我 が 国 に お け る 高 齢 者 の 住 ま い 方 や 空 き 家 対 策 の 重 要 性 が 年 々 高 ま っ て い る こ
とを踏まえ、空き家の状況などを把握することを主な狙いとしています。
　 調 査 の 結 果 は、 住 生 活 基 本 計 画 や 耐 震 や 防 災 を 中 心 と し た 都 市 計 画 づ く り な ど、 私 た ち の 暮 ら
しと住まいに関する計画や施策の基礎資料として幅広く利用されます。
　 調 査 を お 願 い す る 世 帯 に は、 ９ 月 下 旬 か ら 調 査 員 が 調 査 書 類 の 配 布 に 伺 い ま す の で、 イ ン タ ー
ネ ッ ト 回 答 の ほ か、 紙 の 調 査 票 を 郵 送 ま た は 調 査 員 に 提 出 す る 方 法 に よ り ご 回 答 を お 願 い い た し
ます。なお、この調査では、便利なインターネット回答をおすすめしています。スマートフォン・
タブレット端末にも対応していますので、ぜひご利用ください。
問合せ　総務課　☎８２－１２２１

保健衛生課からのお知らせ

住宅用高効率給湯器設置費補助金
　 村 で は、 地 球 温 暖 化 防 止 策 の 一 環 と し て 環 境 へ の 負 担 の 少 な い 効 率 的 な 給 湯 器 の 設 置 を 促 進 す
るため、住宅用高効率給湯器を設置する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。
　ぜひご活用ください。

・補助対象となる方
１．村内に住所を有していること
２．給湯器を設置する建築物および建築物の敷地等に建築基準法等の違反がないこと
３．申請時において村税の滞納　がないこと
※１住宅につき１回限りですが、新築でなくても補助対象となります。

・申請方法
下記の村ホームページを確認していただくか、保健衛生課へお問合せください。
https://www.vi l l .h igashichichibu.saitama. jp/soshiki/05/koukouritsukyuutoukihojokin.html
問合せ　保健衛生課　☎８２－１７７７

見られています。あなたのごみの分別

　  違反ごみは
収集を行いません。

 □　ルールを守り分別できていますか。
 □　正しい収集日に出していますか。
 □　大きさ・長さは決められたサイズですか。
 □　少量でも危険物は入っていませんか。

➡

問合せ　保健衛生課　☎８２ー１７７７
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